
令和８年度事業計画 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

第１．法律扶助事業 

  定款第４条第１項１号、２号に掲げる事業は次の計画により行う。 

１．民事事件に対する援護 

 消費者被害事件・民事介入暴力被害事件その他の民事事件について、経済的

に困難な状況にある者に対して、訴訟費用・弁護士費用等の援護を行う。  

（費用 ２５万円） 

２．公益訴訟事件に対する援護 

当基金認定の公益訴訟事件について、訴訟費用等の援護を行う。  

（費用 ２５万円） 

第２．法律相談事業等 

定款第４条第１項３号に掲げる事業は次の計画により行う。 

無料法律相談 

札幌弁護士会が行う高齢者・障害者支援センターの相談事業へ１００万円、

法律相談センターの電話相談事業（ハロー弁護士相談、女性のための女性弁護

士による無料電話法律相談「ほっとらいん・ぶ～け」）や他の法律相談事業へ

２５０万円を援護する。 

 （費用 ３５０万円） 

第３．調査研究等の事業 

定款第４条第１項４号に掲げる事業は次の計画により行う。 

 法律援護その他市民に対する法的サービス並びに人権侵害事件の法的救済の

あり方について、札幌弁護士会等が行う調査・研究に対して助成する。 

札幌弁護士会の法律相談センター運営委員会・刑事弁護センター運営委員

会・消費者保護委員会・子どもの権利に関する委員会・人権擁護委員会・性の

平等と多様性に関する委員会・高齢者・障害者支援委員会・犯罪被害者支援委

員会等が行う、法律相談事業・消費者問題・性の平等と多様性に関する問題・

高齢者や障害者に対する支援・犯罪被害者に対する支援等についての調査・研

究に対して援護する。 

（費用 ７０万円） 



第４．事業事務委託費  

当基金の協力団体である札幌弁護士会へ事業執行について委託し、その費用を支

払う。 

（費用 １５万円） 

以上合計 ４８５万円 


	①20260309_修正_通常理事会_議題・資料
	8.3.9理事会議題
	白紙
	①20260309修正_通常理事会_議題・資料
	資料①_常務理事会開催報告
	R8.3.9

	白紙
	資料②_R7事業報告（中間）
	白紙
	資料②-2_会計資料
	貸借対照表・正味財産増減計算書・収支計算書.pdf
	正味財産増減計算書内訳表.pdf

	資料③_R8事業計画
	資料④_R8事業安定化資産取崩
	資料④-2_参考-試算R7事業安定化資産取崩
	資料⑤_令和8年度予算案
	白紙
	資料⑥_R7事業安定化資産取崩
	白紙
	資料⑥-2_参考-R7事業安定化資産取崩


	②資金調達・役員名簿
	②資金調達
	白紙.pdf
	③役員名簿7.8年度

	③基金だよりengo26



